
保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付要綱 

 

制  定   令和５年６月13日 こ保運第236号（局長決裁） 

最近改正   令和６年６月28日 こ保運第372号（局長決裁） 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、保育所等において、ＩＣＴを活用した子どもの見守りサービスに係る機器（以下

「見守り機器等」という。）の導入に要する経費に対し補助金を交付することにより、子どもの安全

確保に資することを目的とする。 

２ 補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月横浜市規則第139号。

以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めによるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）、

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）及び補助金規則の例による。 

 

（補助事業者の範囲） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に認可等を受けた又は所在する保育所、幼保連

携型認定こども園、特定地域型保育事業、認可外保育施設（法第６条の３第９項から第12項までに

規定する業務又は第39条１項に規定する業務を目的とする施設であって乳幼児又は幼児を保育す

ることを目的とする施設で、市長に法第59条の２に規定する届出をしている施設をいう。以下、同

じ。）を設置・運営する法人又は個人とする。 

２ 次の各号に掲げる者は、補助の対象としない。 

(1) 法人にあっては、暴力団（横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51号。以下「暴排

条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

(2) 個人にあっては、暴力団員（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。） 

 

（補助対象経費及び補助額） 

第４条 この要綱における補助対象経費は、見守り機器等の導入に要する初期費用（見守り機器等の導

入に必要な端末の購入費用やインターネット環境の整備等を含む。）とする。 

２ 導入する見守り機器等は、ＧＰＳやBluetooth等のＩＣＴサービスを活用し、主に、園外活動時の子

どもの見守りに資する製品でなければならない。 

３ 補助基準額は、１施設あたり20万円とし、補助額は、補助基準額に５分の４を乗じて得た額とする。

ただし、第１項に掲げる補助対象経費が補助基準額を下回る場合は、当該補助対象経費の額に５分の

４を乗じて得た額を補助額とする。 

４ 補助額の算出にあたり、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。 

５ 第１項の規定に関わらず、国や他の自治体、横浜市が実施する補助を受けているものは補助対象経

費に含まない。 

  



（補助対象期間） 

第５条 この要綱において補助の対象となる期間は、令和６年４月１日から令和６年11月30日までとし、

この間に補助対象経費の支払を行った事業を対象とする。 

 

（事業実施計画） 

第６条 補助事業者は、事業の実施にあたって、市長が定める期日までに、次に掲げる書類を市長に提

出しなければならない。 

(1) 保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画書（第１号様

式。以下「事業実施計画書」という。） 

(2) 見守り機器等（見守り機器等の導入に必要な端末の購入費用やインターネット環境の整備等も含

む。）の見積書及び内訳明細書 

(3) 見守り機器等の機能等を詳細に確認できる資料 

(4) ＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入における保育所等での事故防止等安全対策（第１

号様式の２） 

２ 前項に掲げる書類の提出後に、次の各号に掲げる内容を行おうとする場合は、あらかじめ市長の承

認を受けなければならない。 

(1) 事業の内容又は経費の配分の変更 

(2) 事業の中止又は廃止 

３ 市長は、第１項の規定により提出した書類が到達した際、事業実施計画書の承認を行い、その旨を

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画承認通知書（第２

号様式）により通知する。 

４ 市長は、前項の規定による事業実施計画書の承認を行わない場合は、その旨を保育所等におけるＩ

ＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画不承認通知書（第２号様式の２）によ

り通知する。 

 

（変更等の承認の申請） 

第７条 前条第２項第１号に定める事業の内容又は経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）に係る市

長の承認の申請は、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計

画変更承認申請書（第３号様式）によって行うものとする。 

２ 前項に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 事業目的達成のために事業の弾力的な遂行を認める必要がある場合 

(2) 事業目的の変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意工夫により計画変更を

認めることが、より能率的な事業目的達成に資するものと考えられる場合 

(3) 事業目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合 

３ 市長は、第１項の規定による申請が到達した際、事業実施計画変更の承認を行い、その旨を保育所

等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画変更承認通知書（第３号

様式の２）により通知する。 

４ 市長は、第１項の規定による事業実施計画変更の承認を行わない場合は、その旨を保育所等におけ

るＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画変更不承認通知書（第３号様式の

３）により通知する。 



５ 前条第２項第２号に定める事業の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、保育所等におけるＩ

ＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画中止・廃止承認申請書（第４号様式）

により行うものとする。 

６ 市長は、前項の規定による申請が到達した際、事業実施計画中止・廃止の承認を行い、その旨を保

育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画中止・廃止承認通知

書（第４号様式の２）により通知する。 

７ 市長は、第５項の規定による事業実施計画中止・廃止の承認を行わない場合は、その旨を保育所等

におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画中止・廃止不承認通知書

（第４号様式の３）により通知する。 

 

（交付申請及び実績報告） 

第８条 補助金規則第５条第１項に規定する市長が定める期日は、こども青少年局長が別に定める。 

２ 補助事業者が補助金の交付申請及び実績報告をする場合に提出する書類は、保育所等におけるＩＣ

Ｔを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（第５号様式）を

用いることとし、次の各号に掲げる全ての書類を添えて行わなければならない。 

(1) 補助対象経費の領収書又は事業者に対し補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明し

た書類（以下「領収書等」という。） 

(2) 導入した見守り機器等の機能等を詳細に確認できる資料 

(3) 役員等氏名一覧表（ただし、認可外保育施設に限るものとし、運営主体が特定非営利活動法人であ

る場合を除く。）３ 補助金規則第５条第３項の規定により市長が添付を省略させることができる書

類は、同条第１項第３号及び同条第２項に規定する書類とする。 

４ 補助金規則第 24 条による市内事業者による入札を行った場合又は２人以上の市内事業者から見積

書を徴収した場合は、補助金規則第 14 条第１項第４号及び第５号に基づき、次の各号の書類を添付

して報告しなければならない。ただし、第５項の規定に該当する場合はこの限りではない。 

(1) 入札の結果がわかる書類又は見積書の写し 

(2) 市内事業者であることを証する書類又はその写し 

５ 補助対象経費について、補助金規則第24条ただし書に規定する市長が市内事業者による入札又は２

人以上の市内事業者から見積書を徴収する方法により難いと認める場合とは次の各号に掲げる場合

とする。 

(1) 市内事業者で取扱いがない場合 

(2) ２人以上の市内事業者で取扱いがない場合 

(3) 特殊な技術や経験、知識等を特に必要とするもので、市内事業者では目的の達成が行えない場合 

６ 補助事業者は、前項各号のいずれかに該当する場合は、これに該当することについて十分な調査を

行ったうえで、その理由について入札又は見積りに係る理由書（第６号様式）を提出しなければなら

ない。 

 

（交付の決定及び額の確定） 

第９条 市長は、前条第２項の規定に基づく補助金の交付申請及び実績報告があった場合において、そ

の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認め、補助金の額を確定したときは、保育所等における



ＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付決定通知書兼額確定通知書（第７

号様式）により申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係

る事項について修正を加えて補助金の交付を決定することができる。 

３ 市長は、第１項の審査の結果により、補助金の交付をしないことと決定したときは、保育所等にお

けるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金不交付決定通知書（第８号様式）

により通知する。 

 

（補助金交付の請求） 

第 10条 補助金規則第 18条第１項の規定による補助金の交付の請求は、保育所等におけるＩＣＴを活

用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金請求書（第９号様式）により行わなければならな

い。 

 

（交付決定の取消し） 

第 11 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。 

(1) 補助金規則第 19条第１項各号のいずれかに該当するとき 

(2) 第３条第２項各号のいずれかに該当するとき 

(3) この要綱の規定に違反したとき 

 

（申請の取下げの期日） 

第 12 条 補助金規則第９条第１項の規定により市長が定める補助金交付申請の取下げの期日は、申請

者が決定通知の交付を受けた日の翌日から起算して７日後の日とする。 

 

（交付条件） 

第 13条 第９条第１項の交付の決定をする場合の条件は次のとおりとする。 

(1) 補助金規則第５条第１項第２号から第４号までに掲げる事項の変更（市長の定める軽微な変更

を除く。）をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けなければなら

ない。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速や

かに、市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

(4) 補助を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事

業により取得し、又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、器具及びその他の財産につ

いては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30年政令第 255号。以下「適

正化法施行令」という。）第 14条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過

するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

(5) 補助を受けた者は、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 



(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者

の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

(7) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控

除額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合も含む。）には、保育所等におけるＩＣＴを活用

した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

書（第 10 号様式）により速やかに市長に報告しなければならない。 

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整

理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合に

は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が単価 30 万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の

期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第 14 条第１項第２号の規

定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなけれ

ばならない。 

 

（警察本部への照会） 

第 14 条 市長は、必要に応じ、申請者又は交付の決定を受けた者が、第３条２項各号に該当するか否

かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うことができる。 

 

（委任） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、こども青少年局長が

定める。 

 

 

附 則 

この要綱は令和５年６月 13日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は令和６年６月 28日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 



第１号様式（第６条第１項） 

    年  月  日 

（請求先） 

横浜市長  

 

                     （申請者） 

                      法人名 

                      

 所在地  

 

                      代表者職氏名                                  

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画書 
 

   

 保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付要綱第６条第

１項に基づき、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画書

を提出します。 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 補助対象経費及び補助金申請額（見込み） 

 (1) 補助対象経費              円 

 (2) 補助金申請額              円 

 

３ 添付書類 

(1) 見守り機器等（見守り機器等の導入に必要な端末の購入費用やインターネット環境の整備等も 

含む。）の見積書及び内訳明細書 

(2) 見守り機器の機能等を詳細に確認できる資料 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

  



計画書別紙１

１－1 使用する児童の年齢（クラス）

１－2 児童への装着方法

１－3 園児の誤飲・誤食・その他事故等への安全対策

所 属 ・ 氏 名

電 話 番 号

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ

第１号様式の２（第６条第１項）

施設名・事業名

法人名

ＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入における保育所等での事故防止等安全対策



 

第２号様式（第６条第３項） 

 第   号 

 年  月  日 

 

             様 

 

                              横浜市長     

 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 
実施計画承認通知書 

   

    年 月 日付で提出のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサー

ビス導入支援事業実施計画書について、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス

導入支援事業補助金要綱第６条第３項に基づき承認しましたので、通知します。  

 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 補助額（見込み） 

               円 

※ただし、実際に要した補助対象経費が導入に要する費用に満たない場合は、支給額を減額することが 

あります。 

 

３ 留意事項 

(1) 本事業の実施にあたっては、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支 

援事業補助金要綱を遵守すること。 

(2) 計画に変更があった場合は、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支 

援事業実施計画変更承認申請書（第３号様式）を提出すること。 

(3) 事業完了後速やかに、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 

補助金交付申請書兼実績報告書（第５号様式）を提出すること。  

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

           



第２号様式の２（第６条第４項） 

 第   号 

 年  月  日 

 

             様 

 

                              横浜市長     

 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 
実施計画不承認通知書 

   

    年 月 日付で提出のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサー

ビス導入支援事業実施計画書について、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス

導入支援事業補助金要綱第６条第４項に基づき不承認としましたので、通知します。  

 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 不承認理由 

                 

 

 

 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

  



第３号様式（第７条第１項） 

    年  月  日 

（請求先） 

横浜市長  

 

                     （申請者） 

                      法人名 

                      

 所在地  

 

                      代表者職氏名                                  

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 
実施計画変更承認申請書 

 

   

 保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付要綱第７条第

１項に基づき、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業実施計画変

更承認申請書を提出します。 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 実施計画承認通知書番号 

     第    号（  年 月 日） 

 

３ （変更前）補助対象経費及び補助金申請額 

 (1) 補助対象経費              円 

 (2) 補助金申請額              円 

 

４ （変更後）補助対象経費及び補助金申請額 

 (1) 補助対象経費              円 

 (2) 補助金申請額              円 

 

５ 添付書類 

変更内容及び変更金額が確認できる資料 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

  



 

第３号様式の２（第７条第３項） 

 第   号 

 年  月  日 

 

             様 

 

                              横浜市長     

 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 
事業実施計画変更承認通知書 

 

    年 月 日付で提出のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサー

ビス導入支援事業実施計画変更承認申請書について、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見

守りサービス導入支援事業補助金要綱第７条第３項に基づき承認しましたので、通知します。  

 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ （変更後）補助額（見込み） 

               円 

※ただし、実際に要した補助対象経費が導入に要する費用に満たない場合は、支給額を減額することが 

あります。 

 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

  



 

第３号様式の３（第７条第４項） 

 第   号 

 年  月  日 

 

             様 

 

                              横浜市長     

 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 
事業実施計画変更不承認通知書 

 

    年 月 日付で提出のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサー

ビス導入支援事業実施計画変更承認申請書について、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見

守りサービス導入支援事業補助金要綱第７条第４項に基づき不承認としましたので、通知します。  

 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 不承認理由 

                 

 

 

 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

  



第４号様式（第７条第５項） 

    年  月  日 

（請求先） 

横浜市長  

 

                     （申請者） 

                      法人名 

                      

 所在地  

 

                      代表者職氏名                                  

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 
実施計画中止・廃止承認申請書 

 

   

 保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付要綱第７条第

５項に基づき、事業実施計画の中止又は廃止の承認を申請します。 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 実施計画承認通知書番号 

     第    号（   年 月 日） 

 

３ 中止・廃止年月日 

                 

 

４ 中止・廃止の理由 

                 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

  



 

第４号様式の２（第７条第６項） 

 第   号 

 年  月  日 

 

             様 

 

                              横浜市長     

 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 
事業実施計画中止・廃止承認通知書 

 

    年 月 日付で提出のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサー

ビス導入支援事業実施計画中止・廃止承認申請書について、保育所等におけるＩＣＴを活用した子ど

もの見守りサービス導入支援事業補助金要綱第７条第６項に基づき承認しましたので、通知します。

  

 

 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 実施計画承認通知書番号 

     第    号（   年 月 日） 

 

３ 中止・廃止年月日 

                 

 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

  



 

第４号様式の３（第７条第７項） 

 第   号 

 年  月  日 

 

             様 

 

                              横浜市長     

 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業 
事業実施計画中止・廃止不承認通知書 

 

    年 月 日付で提出のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサー

ビス導入支援事業実施計画中止・廃止承認申請書について、保育所等におけるＩＣＴを活用した子ど

もの見守りサービス導入支援事業補助金要綱第７条第７項に基づき不承認としましたので、通知しま

す。  

 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 不承認理由 

                 

 

 

 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

        



第５号様式（第８条第２項） 

    年  月  日 

（請求先） 

横浜市長  

 

                     （申請者） 

                      法人名 

                      

 所在地  

 

                      代表者職氏名                                  

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金 
交付申請書兼実績報告書 

   

    年 月 日   第    号において承認を受けた事業実施計画について、保育所等にお

けるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付要綱第８条第２項に基づき、

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付申請書兼実績報

告書を提出します。 

 なお、補助金の交付を受けるにあたっては、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月横浜

市規則第139号）及び保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金

交付要綱を遵守します。 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 補助対象経費及び補助金申請額 

 (1) 補助対象経費              円 

 (2) 補助金申請額              円 

 

３ 事業完了日 

                

 

４ 添付書類 

(1) 補助対象経費の領収書又は事業者に対し補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した 

書類 

(2) 導入した見守り機器の機能等を詳細に確認できる資料 

(3) 役員等氏名一覧表（ただし、認可外保育施設に限るものとし、運営主体が特定非営利活動法人である場合を除く。） 

 (4) 要綱第８条第４項に定める書類又は入札又は見積りに係る理由書（第６号様式）（必要な場合のみ） 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

 



第６号様式（第８条第６項） 

 

                      法人名 

                      

 所在地  

 

                      代表者職氏名                                  

 

入札又は見積りに係る理由書 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

２ 市内事業者による入札又は２人以上の市内事業者からの見積書の徴収が行えない理由 

☐ (1) 市内事業者で取扱いがない。 

☐ (2) ２人以上の市内事業者で取扱いがない。 

☐ (3) 特殊な技術や経験、知識等を特に必要とするもので、市内事業者では目的の達成が行

えない。 

 

３ 前項の理由に該当すると判断するに至った理由又は根拠 

 

 

横浜市補助金等の交付に関する規則第24条に定める市内事業者による入札又は２人以上の市内事業

者からの見積書の徴収により難い理由について、十分な調査を行った結果、上記理由に該当すると判

断しました。 

上記理由に該当しないことが明らかになった場合、交付された補助金の全部又は一部を返還いたし

ます。 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

 

 

  



第７号様式（第９条第１項） 

 第   号 

 年  月  日 

 

             様 

 

                              横浜市長     

 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金 
交付決定通知書兼額確定通知書 

 

   

     年 月 日付で申請のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサ

ービス導入支援事業補助金について、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導

入支援事業補助金交付要綱第９条第１項に基づき、次のとおり交付決定及び額確定をしましたので通

知します。 

  

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

 

２ 交付決定金額（兼確定額） 

                 円 

 

 

３ 交付時期 

                   

 

 

４ 交付条件 

  保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金交付要綱第13条各号 

に定める交付条件を遵守すること。 

  

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

          

 



第８号様式（第９条第３項） 

 第   号 

 年  月  日 

 

             様 

 

                        横浜市長        

 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金 
不交付決定通知書 

 

   

    年 月 日付で申請のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサー

ビス導入支援事業補助金について、保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入

支援事業補助金交付要綱第９条第３項に基づき、不交付と決定したので通知します。 

 

 

１ 施設名・事業所名 

                 

 

 

２ 不交付決定理由 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 

電話番号 

メールアドレス 

         

 



第９号様式（第10条） 

       年  月  日 

 

（請求先） 

 横浜市長  

 

                     （請求者） 

                      法人名 

                      

 所在地  

 

                      代表者職氏名                                 印 

 

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金請求書 
   

 

     年  月  日   第  号で交付決定のありました、保育所等におけるＩＣＴを活用

した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金について、次のとおり請求します。 

※請求委任や受領委任を行わない場合は請求書の押印を省略できます。 

 

１ 請求金額                     円 

 

２ 施設名・事業所名                   

 

３ 振込先金融機関 

口座名義  

口座名義人 

（ｶﾀｶﾅ・ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ） 
 

金融機関名 金融機関コード 支店名 支店コード 

          

預金種目  口座番号        

 

 

 

【担当者】 

氏名              

電話番号            

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ            

 

 

＜委任欄＞ 

本件振込については、上記名義人宛振込願います。 

法人名                      

所在地                      

代表者職氏名                 印 

 

 



第10号様式（第13条第７号） 

 

 年 月 日 

（報告先） 

 横浜市長  

                     （報告者） 

                      法人名 

                      

                      所在地  

                    

                      代表者職氏名                                  

 

保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守りサービス導入支援事業補助金 

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

  年 月 日付  第  号により交付決定のあった保育所等におけるＩＣＴを活用した子どもの見守

りサービス導入支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、次のとおり報

告します。 

 

１ 横浜市から交付された補助金の額の確定額 

                             金         円 

 

２ 消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

                             金         円 

 

３ 補助金の額の確定までに減額した仕入控除税額 

 金         円 

 

４ 補助金返還額（２から３の額を差し引いた額） 

 金         円 

 

５ 添付資料 

(1)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の計算方法や積算の内訳等を記載した書類（別紙１） 

 (2)課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書(写し) 

 (3)課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(写し) 

 

６ 施設名・事業所名 
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